
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木先生と共に(左から 3 人目が逢
澤 ) 

●施設整備に対する金額は？ 

まず基本として、公立保育所を建設、建替えるといった場合など、そ

の費用は全額市の予算となります。しかしながら、民間の認可保育

所、認定子ども園、小規模保育、事業所内保育を整備しようとした

場合、基本的に実施する民間事業者が補助基本額の 25％の負

担で整備ができ、残りの 75％は国、県、市が状況に応じて補助金を

投入する形となっています。 

 

それでは、この 7年間で 650人の受け皿を拡大するために、どれ位の

施設整備費がかかったのでしょうか。答えは 28 億円を超える金額と

なります。その内、国や県の補助金は 15 億円超、市の補助金は約

2億円となっています。 

 

公立保育所で施設整備を考えた場合、単純に考えて 650人の枠を

確保するのに市の予算として 28 億円かかる所が、民間事業者を活

用することによって市の持ち出しが 2億円で済んだことになります。 

ちなみに、運営費についても民間で行う場合には国や県の補助金

が入るため、公立で運営する約半額で賄えることとなります。 

待機児童を減少させるといった目前の課題に言及してから 7 年、三

郷市の保育現場も大きく様変わりをしました。 

 

●今後の保育現場の在り方 

未だ待機児童の解消に至っていない中、国の新プランに基づいて

最善の施策で取り組むべきです。また、都市部において受け皿を拡

大する一方で保育士不足が加速している状況にあります。今、待機

児童問題の裏側には、保育士による虐待やわいせつ事件等も報

道等で聞こえてくるところです。保育の実施主体が民間であったとし

ても、保育の質の問題や事故等のリスク回避、更には、保育士の

質の向上とモチベーションの維持についても責任を持って市が対応

していくべきです。安全な保育の推進のためにも、公立と民間のネッ

トワークの形成と連携の強化を促進していくことが重要です。 

討議資料 

保育行政 公立と民間の連携について 

●近年の三郷市の保育施設の状況 

私が市議会議員に初めて当選させて頂いたのは、8 年前、平成２１

年の 7 月でした。その翌年、平成 22 年の 6 月定例会において、保

育所の民営化を提言させて頂きました。それから現在に至るまで、保

育施策について、様々な提案・提言をさせて頂きました。 

 

平成 22年まで、公立保育所 13か所、民間保育所 1か所という状

況で保育行政が進められていたところですが、公立保育所の老朽

化、そして社会問題として取り上げられ始めていた待機児童の問題

が顕著になりつつあり、これらの課題に対しスピード感を持って対応し

ていく必要がありました。 

 

平成 23 年に公立戸ヶ崎東保育所が公設民営（後に完全民営化

となる）となり、その後、公立保育所の民営化及び新規民間保育所

の誘致が進み、現在では、 

公立保育所   6 か所  民間の認可保育所   12 か所 

認定子ども園  3 か所  小規模保育      4 か所 

事業所内保育  1 か所  

となり、拡大された受け皿は 650人を超えるものとなりました。 

 

●なぜ民間保育所がいいの？公立ではできないの？ 

もちろん公立保育所での運営に問題があるわけではありません。こ

れまで三郷市の保育を安全・安心に進めてきて頂いた保育士の皆

さんの貢献度は非常に高いものであると考えております。 

 

しかしながら、待機児童解消という大きな課題にスピード感を持って

対応していくためには、限られた市の予算だけで対応できるものでは

ありません。国の方針に基づいて国や県の補助金を活用して受け

入れ枠を拡大することが第一歩となります。 

3 4 1 - 0 0 1 8  三 郷 市 早 稲 田 ２ － １ ０ － ７  T e l  ９ ５ ７ － ８ ４ ６ ２  F a x  ９ ５ ７ － ８ ４ ６ ５ 
会長  竹本裕司    副会長  稲垣  栄   谷古宇  勇    幹事長  佐藤行義   事務局長  石山義男   顧問  井上貞夫  宮田茂平    
世話人  吉岡貞義 (代表 )  高濱國治  齋藤博之  杉橋重一  松川文雄  西山忠雄  白石政則  吉岡良男  石井盛一  松浦郁夫  
逢澤圭一郎と地域をよくする会(後援会)にご入会ください！年会費等は一切かかりません。     

逢澤圭一郎と地域をよくする会  http://www.aizawa-k16.com office@aizawa-k16.com 
      

◆今期最後の定例会で提言をさせていただきました。 



三郷中央地区交流施設整備等事業について 

●中央地区に子どもの居場所づくりを！ 

三郷市が今なお人口増が続いているのは、つくばエクスプレスの開

通とそれに伴った中央地区のまちづくりによるものと考えます。現に、

若い世代の方々が本市を定住の地として選んでいただき、中央地

区の人口も６月１日現在１万人を超えたところです。その約２３パー

セントが０歳から１４歳までの年少人口と呼ばれる世代であり、この

区分の人口は今後についても１５年から２０年にわたり一定の割合

で推移するものと考えられます。 

 

そのようなことから、平成２７年６月に三郷中央地区交流施設整備

等事業についての質問で児童厚生施設の設置を提案させて頂い

たところですが、必要性については他の施策も含め、総合的に検

討していくといったご答弁であり、ニュアンスとしてあまり積極的ではな

いのかなと感じたところです。 

 

しかしながら、市内には北児童館、早稲田児童センター、南児童

センター及び世代交流館ふれあいパークと設置されており利用率

もそれなりある訳ですから、中央地区の子どもたちの健全な遊び

場、居場所づくりの設置が望まれています。 

 

●三郷中央地区交流施設整備等事業の詳細は？ 

民間が運営する宿泊施設の隣に、公共施設が建つというもので、

１階にレストラン、２階にパスポートセンター、放送大学視聴学習

室、図書受渡し・検索コーナー、男女共同参画機能、シティープ

ロモーションコーナー、市民活動広場、３階にコンベンションホール

となっています。 

 

今現在、三郷中央地区交流施設整備等事業の他に、上口調節

地を活用した公認陸上競技場の建設と大きなプロジェクトが進ん

でいる中、児童厚生施設という新たな箱を作るということは簡単で

はないということは承知しております。であるならば、やはりこの中央

地区交流施設に場所を求めるしかなくなってきます。 

 

コンベンションホールは平日の日中に使用される割合は休日と比し

て少ないものと考えられます。また、市民活動広場もそうですが、例

えば、午前中から午後３時くらいまでは乳幼児のお母さんたちやご

高齢者が集える場所づくり、午後３時から午後５時までは小学生の

居場所づくり、その後閉館までは、高校生や大学生の学習の場と

して提供するなど、あらゆる年代の方が気軽に寄れる施設にして頂

きたいと思います。 

 

その他の質問事項 

●第一種低層住居専用地域の規制緩和と用途地域の見直しに

ついて ●防災井戸の整備について 

※本定例会での一般質問はこれまで提言してきた中で、進捗が見

られないものについて再度見解を問うたものです。答えが出たもの、

進んできているもの、全然進んでいないものと色々ありましたが、こ

れからも未来の三郷に真剣に情熱を持って走り続けます！ 

 

 

マタニティ―タクシーのサービスが始まります！ 

●マタニティタクシーとは？ 

陣痛タクシーとも呼ばれるもので、出産を控えた女性がタクシー事

業者と事前登録をすることで、２４時間３６５日、陣痛が始まったと

き、安心して家から病院まで送り届けてもらえるといったタクシーサー

ビスです。女性が安心して出産できる環境整備の一環として、現

在、全国各地に広がりを見せています。 

 

東京都や神奈川県、滋賀県ではマタニティタクシーが非常に充実

しているそうですが、埼玉県においても他県に比べれば充実してい

るようで、多くの会社がこのサービスを提供しているそうです。 

しかしながら、東南部地域ですと、草加市の会社が１件、草加市

全域、八潮市全域及び越谷市の一部での提供となっております。 

 

三郷市は現在、月に１００人からの新生児が産まれている地域で

あります。あくまで民間企業でのサービスでありますから、行政主導

で進めていくことは難しいこととは思いますが、ぜひともタクシー事業

者の方々に協力を仰いで、本市においても同様のサービスを提供

できるよう進めて頂きたいと提言したのが平成２８年の３月定例会で

した。 

 

●その後 1年が過ぎ… 

その後の経過を確認するため、本年６月定例会で進捗状況を伺

いました。三郷市内のタクシー事業者では安全面のリスクからサー

ビスの提供は慎重にならざるを得ないとのことでした。 

しかし、健康推進課の職員の方々が視点を変え、介護タクシー事

業者に話を投げかけた所、三郷市内の方々を対象にマタニティ―

タクシーのサービスを提供して頂けることになりました！ 

 

今後、市ホームページ、広報、妊婦健診、産婦人科等で周知啓

発をお願いしております。下記に現在分かっている範囲の情報を記

載させて頂きます。お問い合わせは各事業者または三郷市役所 

健康推進課０４８－９３０－７７７２（直通）までお願いします。 

 

●陣痛時に対応可能な介護タクシー事業者情報 

☆さくら介護タクシー 八潮市大曾根 88-1 

          090-8502-5397 FAX 048-995-9236 

☆ハートフルサービスグループ民間救急 介護タクシー花みずき 

さいたま市岩槻区加倉 4 丁目  

080-5984-1450 

☆三郷救急寝台    三郷市戸ヶ崎 3-416 

           0120-61-3373  

☆福祉交通 きよみ野 吉川市きよみ野 

          048-999-6855 

※事業者によって運賃形態、介護料金、対応時間等異なっており

ます。事前相談をすることをお勧め致します。また、あくまでも民間事

業者のサービスです。三郷市の事業として行っている訳ではありま

せん。情報については、市ホームぺージにて対応可能な事業者の

情報を順次更新していく予定とのことです。 

 


